
 

 

関西広域連合エネルギー検討会 

中長期のエネルギー政策あり方等意見交換会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 関西における望ましいエネルギー社会を実現するため、平成 25年度において、

中長期のエネルギー政策のあり方を検討するとともに、関西広域連合として取組むべ

き具体的な施策を検討するにあたって、専門的な観点での助言を得るため、関西広域

連合エネルギー検討会に中長期のエネルギー政策あり方等意見交換会（以下「意見交

換会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 意見交換会は、次に掲げる事項を検討する。 

（１）中長期のエネルギー政策のあり方 

（２）具体的な施策 

（３）その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 意見交換会は、関西広域連合エネルギー検討会ＰＴの担当者で構成する。 

２ 座長は、関西広域連合エネルギー検討会ＰＴ長をもって充てる。 

３ 副座長は、関西広域連合エネルギー検討会ＰＴ広域エネルギー総括担当課長をもっ

て充てる。 

 

（会議） 

第４条 意見交換会の会議は、座長が招集する。 
 

（専門委員） 

第５条 意見交換会は、検討を遂行するにあたって、エネルギー政策に関して優れた見

識を有する者を専門委員として会議に招聘し、助言を得ることができる。 

 

（関係者からの意見聴取） 

第６条 意見交換会は、意見交換会の目的を達成するため、必要に応じて、専門委員そ

の他の関係者から意見を聴取することができる。 

 

（庶務） 

第７条 意見交換会の庶務は、関西広域連合エネルギー検討会ＰＴ事務局において処理

する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は座長が定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
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